1989 10 20

1911






30

31

29



	第１条【根拠法】
	第２条【定義】
	第３条【国家への帰属】
	第４条【登録・保護・管理】
	第５条【水中文化財保護機構及び水中文化財保護区の確定】
	第６条【報告・引渡】
	第７条【実地調査及び発掘活動の目的・承認申請・関係書類提出】
	第８条【港湾監督部門の承認】
	第９条【法の遵守と安全確保】
	第１０条【表彰、又は行政処分及び刑事訴追】
	第１１条【解釈権】
	第１２条【実施細則の制定】
	第１３条【施行日】

